
若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図るため、「若年者
及び女性労働者に魅力ある職場づくり」につながる取組を実施し
た場合に助成

（事業主）200万円を上限

（事業主団体）団体の規模に応じて上限1千万円または 2千万円

建設労働者確保育成助成金

◆ 認定訓練の実施を支援
経費助成 補助対象経費の1/6
賃金助成 日額 5,000円

◆ 技能実習の実施を支援

○安衛法に基づく特別教育や教習及び技能講習
○能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
○建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習
○施工管理に関する技術検定の講習
○上記以外の建設工事に直接関連する実習など

◆ 若年者及び女性に
魅力ある職場づくり支援

経費助成 中小２／３
中小以外１／２

○現場見学会や体験実習、インターンシップ等の建設業の
魅力を若者に伝える取組 など

○建労法に基づき雇用管理を行う雇用管理責任者の知識の
取得及び向上への取組 など

○女性が活躍できる職種の開発・広報 など

○調査・事業計画策定事業
事業推進委員会を開催し、具体的な事業計画を策定

○入職・職場定着事業
若年者及び女性の入職や定着に係る諸問題の改善を図る取組

（学生や教員に対する現場見学会や体験学習など魅力を伝える取
組、労働者の技能向上を図る取組、評価・処遇制度や時短・休暇
制度の普及、技能や雇用管理の表彰実施 など）

◆ 雇用管理制度の導入

○評価・処遇制度 … 職務や職能等に応じた評価・処遇制度、
昇進・昇格基準、賃金体系制度の導入
など

○研修体系制度 … 教育訓練・研修制度の導入など
○健康づくり制度 … メンタルヘルス相談の導入など
○メンター制度 … 指導・相談役となる先輩（ﾒﾝﾀｰ）が若

者（ﾒﾝﾃｨ）をサポートする制度の導入

◆ その他

H27予定額 51.4億円

職業能力開発促進法に規定する認定職業訓練または指導員訓練
のうち、建設関連の訓練を実施した場合に助成

年労働者の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、キャリア
に応じた技能実習を実施した場合に助成

若年労働者の入職や定着を図るため、就業規則や労働協約を変
更することにより雇用管理改善につながる制度を導入し、実際に
適用した場合に助成

経費助成 ９割（委託費は８割）
（※被災三県は１０割）
賃金助成 日額 8,000円

制度導入助成 各制度ごと10万円
目標達成助成 定着改善60万円

＋入職改善60万円

広域的な職業訓練の推進活動や新分野へ進出するための訓練、
被災三県における作業員宿舎等の確保に対する助成を実施


